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https://www.e-stat.go.jp/gis

次ページにて、上記サイトの詳細な操作説明がありますので参考にしてください。

〔令和２年国勢調査より〕

２０８　砺波市
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【参考】jSTAT MAP使用方法

を選択してください。
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建技第  ５５２  号 

令和３年３月２９日 

部内各所属長 殿 

建設技術企画課長 

富山県土木部所管建設工事に係る工事連携会議試行要領の一部改正等について 

 このことについて、別添のとおり「富山県土木部所管建設工事に係る工事連携会議試行要領」

を一部改正し、令和３年４月１日から施行するので通知します。 

＜別添資料＞ 

・ 富山県土木部所管建設工事に係る工事連絡会議試行要領（令和３年４月１日）

・ 富山県土木部所管建設工事に係る工事連絡会議試行要領（新旧対照表）

・ 工事打合せ簿（協議）（例）

・ 工事打合せ簿（通知）（例）

・ 工事打合せ簿（回答）（例）※会議を開催しない場合

（事務担当）建設技術企画課技術指導係 
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富山県土木部所管建設工事に係る工事連携会議試行要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、富山県土木部の所管に係る建設工事において、設計の意図を受注者に的確

に伝えるとともに、工事施工上の留意点等を確認することにより、適正な工事施工の確保及び

技術力の向上を図ることを目的とし試行する工事連携会議（以下「会議」という。）に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 会議の対象工事は、次の各号のいずれかに掲げる工事のうち、発注機関の長が必要と認

める工事または、受注者が会議の実施を希望し発注機関の長が必要と認める工事とする。 

(1) 指定仮設を含む工事

(2) 重要構造物（橋梁、トンネル、ボックス（内空断面積 25m2 以上）、樋門・樋管（内空断面

積 10ｍ2以上）、擁壁（高さ５ｍ以上）等）を含む工事

(3) 新技術・新工法を活用する工事

(4) 特殊工法を含む工事（補修・補強工事、法面工事等）

(5) 前４号に掲げる工事のほか、特に重要な留意点等（構造物との取り合いを考慮した施工の

検討が必要であること等）があると認められる工事 

(6) 工事の施工にあたり、設計施工条件を確認することが必要と認められる工事

２ 受注者から会議の実施の希望があった場合において、発注機関の長が会議の開催が必要ない

と判断した場合は、工事打合簿にて開催しない理由を記載し、受注者に回答するものとする。 

（会議の開催） 

第３条 発注機関の長は、第１条の目的を達するため、会議を主催する。 

（構成員） 

第４条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 発注機関 対象工事の監督員、班長及び工事担当課長等

(2) 受注者  対象工事の現場代理人及び主任（監理）技術者等 

(3) 設計者  対象工事に係る詳細設計等を実施した管理技術者等 

２ 会議の庶務は、発注機関において処理する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、発注機関の長が必要と認めるときは、対象工事に係る測量又は

地質調査を実施した管理技術者等を構成員とすることができるものとする。 

（開催時期及び議題） 

第５条 会議は、原則として受注者が対象工事を施工する前に開催する。 

２ 会議の議題は、主として次に掲げる事項とする。なお、受注者は第２号に掲げる事項につい

て、発注機関を通じて設計者に対し事前に伝えるものとする。 

(1) 発注機関 対象工事の事業目的、協議調整の状況、現地条件等、工事全般に関する事項

(2) 受注者  対象工事の設計図書の照査を踏まえた現場条件又は施工上の課題、設計照査の

結果、仮設設計並びに新技術の提案等に関する事項 

(3) 設計者  対象工事に係る詳細設計等の設計思想、条件等に関する事項 

３ 発注機関の長は、前項の規定によるほか必要と認めるときは、構成員により対象工事の現場

別添 
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確認を行うことができるものとする。 

（費用の負担） 

第６条 受注者が会議に出席するに当たり要した費用は、受注者が負担する。 

２ 設計者が会議に出席するに当たり要した費用は、別途契約を締結のうえ、発注機関が負担す

る。 

３ 第４条第３項の規定により対象工事に係る測量又は地質調査を実施した管理技術者等を構

成員とした場合において、当該管理技術者等が会議に出席するに当たり要した費用の負担につ

いては、前項の規定を準用する。 

  附 則 

この要領は、平成 22年 4月 1日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。 

附 則 

この要領は、平成 27年 8月 1日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。 
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管 第 2 7 2 号 

令和５年３月 31 日 

 

部内各所属長 殿 

 

管 理 課 長 

 

道路等の維持管理業務等標準委託契約書の一部改正について（通知） 

 

このことについて、別添のとおり改正したので通知します。 

なお、改正内容及び適用時期は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 改正内容 

・前払金保証の保証証書について電磁的方法による措置を認めるもの 

・暴力団排除の対象を拡大するもの 等 

 

２ 適用時期 

  令和５年４月１日以後に契約を締結する委託業務から適用する。 

 

 

 

 

 

（事務担当） 

管理課入札・契約係 
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道
路
等
の
維
持
管
理
業
務
等
標
準
委
託
契
約
書
の
一
部
改
正
（
前
払
金
条
項
な
し
）
 
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
案
 

備
考
 

第
１
条
～
第
12
条
 
略
 

第
１
条
～
第
12
条
 
略
 

 

（
発
注
者
の
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
権
）
 

（
発
注
者
の
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
権
）
 

 

第
13
条
 
発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
直
ち
に
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
13
条
 
発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
直
ち
に
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

(1
)～

(8
) 

略
 

(1
)～

(8
) 

略
 

 

(9
) 

受
注
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。
 

 
(9
) 

受
注
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。
 

 

 
 
ア
 
役
員
等
（
受
注
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
、
受
注
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ

の
役
員
又
は
そ
の
支
店
若
し
く
は
常
時
道
路
等
の
維
持
管
理
業
務
等

の
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
の
代
表
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
 
 
 
 
 

 
 
 
暴
力
団
員
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

 
 
ア
 
役
員
等
（
受
注
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
そ
の
他
経
営
に

実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者
を
、
受
注
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ

の
役
員
、
 
そ
の
支
店
又
は
 
 
 
常
時
道
路
等
の
維
持
管
理
業
務
等

の
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
の
代
表
者
そ
の
他
経
営
に
実
質
的
に
関

与
し
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
暴
力

団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

 

イ
 
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。
 
 
 

 

（
削
る
）
 

 

ウ
 
役
員
等
が
 
自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る

目
的
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
を
利
用
す
る
な
ど
し
た
 
 
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

イ
 
役
員
等
が
、
自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る

目
的
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

エ
 
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、

又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
直
接
的
あ
る
い
は
積
極
的
に
暴
力
団
の

維
持
、
運
営
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。
 

 

ウ
 
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、

又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
直
接
的
あ
る
い
は
積
極
的
に
暴
力
団
の

維
持
、
運
営
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。
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（
新
設
）
 

エ
 
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ

れ
を
不
当
に
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

 

オ
 
役
員
等
が
 
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ

き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

  
  
カ
～
キ
 
略
 

オ
 
役
員
等
が
、
 暴

力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ

き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

カ
～
キ
 
略
 

 

 
 
ク
 
公
正
取
引
委
員
会
が
、
受
注
者
に
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
私
的

独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
22
年
法
律

第
54
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
49
条
に
規
定
す
る
排

除
措
置
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
排
除
措
置
命
令
が
確
定

し
た
と
き
。
 

（
削
る
。
）
 

 

 
 
ケ
 
公
正
取
引
委
員
会
が
、
受
注
者
に
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
独
占

禁
止
法
第
62
条
第
１
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
（
確
定
し
た
当
該
納
付
命
令

が
独
占
禁
止
法
第
63
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合

を
含
む
。
）
。
 

（
削
る
。
）
 

 

 
コ
 
受
注
者（

法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、そ

の
役
員
又
は
そ
の
使
用
人
）

に
つ
い
て
刑
法
（
明
治
40
年
法
律
第
45
号
）
第
96
条
の
６
又
は
第
19
8

条
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。
 

（
削
る
。
）
 

 

（
新
設
）
 

(1
0)
 
受
注
者
が
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
。
 

規
定
整
備
 

 
 
 
ア
 
公
正
取
引
委
員
会
が
、
受
注
者
に
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
私
的

独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
22
年
法
律

第
54
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
49
条
に
規
定
す
る
排

除
措
置
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
排
除
措
置
命
令
が
確
定

し
た
と
き
。
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イ
 
公
正
取
引
委
員
会
が
、
受
注
者
に
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
独
占

禁
止
法
第
62
条
第
１
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
（
確
定
し
た
当
該
納
付
命
令

が
独
占
禁
止
法
第
63
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合

を
含
む
。
）
。
 

 

 
 
ウ
 
受
注
者（

法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、そ

の
役
員
又
は
そ
の
使
用
人
）

に
つ
い
て
刑
法
（
明
治
40
年
法
律
第
45
号
）
第
96
条
の
６
又
は
第
19
8

条
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。
 

 

第
14
条
 
略
 

第
14
条
 
略
 

 

（
発
注
者
の
損
害
賠
償
請
求
等
）
 

（
発
注
者
の
損
害
賠
償
請
求
等
）
 

 

第
15
条
～
４
 
略
 

第
15
条
～
４
 
略
 

 

５
 
第
１
項
第
１
号
に
該
当
し
、
発
注
者
が
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
の

請
求
額
は
、
委
託
料
か
ら
既
履
行
部
分
に
相
応
す
る
委
託
料
を
控
除
し
た
額

に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
払
遅

延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を

乗
じ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。
 

５
 
第
１
項
第
１
号
に
該
当
し
、
発
注
者
が
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
の

請
求
額
は
、
委
託
料
か
ら
既
履
行
部
分
に
相
応
す
る
委
託
料
を
控
除
し
た
額

に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
こ
の
契
約
を
締
結
し
た
日
に
お
け
る
支
払
遅

延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を

乗
じ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。
 

  規
定
整
備
 

（
受
注
者
の
損
害
賠
償
請
求
等
）
 

（
受
注
者
の
損
害
賠
償
請
求
等
）
 

 

第
16
条
 
第
10
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
料
の
支
払
が
遅
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
受
注
者
は
、
未
受
領
金
額
に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
払
遅
延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
の
遅
延
利
息

の
支
払
を
発
注
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
16
条
 
第
10
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
料
の
支
払
が
遅
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
受
注
者
は
、
未
受
領
金
額
に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
こ
の

契
約
を
締
結
し
た
日
に
お
け
る
支
払
遅
延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
の
遅
延
利
息

の
支
払
を
発
注
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 規
定
整
備
 

（
賠
償
の
予
約
）
 

（
賠
償
の
予
約
）
 

 

第
17
条
 
受
注
者
は
、
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
第
13
条
第
９
号
ク
か
ら
コ
ま
で

第
17
条
 
受
注
者
は
、
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
第
13
条
第
10
号
 
 
 
 
 
 

規
定
整
備
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の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
注
者
が
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
か
否

か
を
問
わ
ず
、
賠
償
金
と
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
委
託
料
の
10
分
の
２
に

相
当
す
る
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
注
者
が
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
か
否

か
を
問
わ
ず
、
賠
償
金
と
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
委
託
料
の
10
分
の
２
に

相
当
す
る
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(1
) 

第
13
条
第
９
号
ク
又
は
ケ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
排
除
措
置

命
令
又
は
納
付
命
令
の
対
象
と
な
る
行
為
が
、
独
占
禁
止
法
第
２
条
第
９

項
に
基
づ
く
不
公
正
な
取
引
方
法
（
昭
和
57
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第

15
号
）
第
６
項
に
規
定
す
る
不
当
廉
売
に
該
当
す
る
と
き
そ
の
他
発
注
者

が
特
に
認
め
る
と
き
。
 

(1
) 

第
13
条
第
10
号
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
排
除
措
置

命
令
又
は
納
付
命
令
の
対
象
と
な
る
行
為
が
、
独
占
禁
止
法
第
２
条
第
９

項
に
基
づ
く
不
公
正
な
取
引
方
法
（
昭
和
57
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第

15
号
）
第
６
項
に
規
定
す
る
不
当
廉
売
に
該
当
す
る
と
き
そ
の
他
発
注
者

が
特
に
認
め
る
と
き
。
 

規
定
整
備
 

(2
) 

第
13
条
第
９
号
コ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
刑
法
第
19
8条

の
規

定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。
 

(2
) 

第
13
条
第
10
号
ウ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
刑
法
第
19
8 条

の
規

定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。
 

規
定
整
備
 

２
～
３
 
略
 

２
～
３
 
略
 

 

第
18
条
～
第
19
条
 
略
 

第
18
条
～
第
19
条
 
略
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道
路
等
の
維
持
管
理
業
務
等
標
準
委
託
契
約
書
の
一
部
改
正
（
前
払
金
条
項
あ
り
）
 
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
案
 

備
考
 

第
１
条
～
第
10
条
 
略
 

第
１
条
～
第
10
条
 
略
 

 

（
前
金
払
）
 

（
前
金
払
）
 

 

第
11
条
 
受
注
者
は
、
委
託
料
の
額
が
 1
00
万
円
以
上
の
場
合
に
は
、
公
共
工

事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
27
年
法
律
第
 1
84
号
）
第
２

条
第
４
項
に
規
定
す
る
保
証
事
業
会
社（

以
下「

保
証
事
業
会
社
」と

い
う
。）

と
履
行
期
間
の
末
日
を
保
証
期
限
と
す
る
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
保
証

契
約
（
以
下
「
保
証
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
そ
の
保
証
証
書
を
発

注
者
に
寄
託
し
て
、
委
託
料
の
10
分
の
３
に
相
当
す
る
額
以
内
の
額
の
前
払

金
の
支
払
い
を
発
注
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

第
11
条
 
受
注
者
は
、
委
託
料
の
額
が
 1
00
万
円
以
上
の
場
合
に
は
、
公
共
工

事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
27
年
法
律
第
 1
84
号
）
第
２

条
第
４
項
に
規
定
す
る
保
証
事
業
会
社（

以
下「

保
証
事
業
会
社
」と

い
う
。）

と
履
行
期
間
の
末
日
を
保
証
期
限
と
す
る
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
保
証

契
約
（
以
下
「
保
証
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
そ
の
保
証
証
書
を
発

注
者
に
寄
託
し
て
、
委
託
料
の
10
分
の
３
に
相
当
す
る
額
以
内
の
額
の
前
払

金
の
支
払
い
を
発
注
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

 

（
新
設
）
 

２
 
受
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
証
書
の
寄
託
に
代
え
て
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
保
証
契
約
の

相
手
方
た
る
保
証
事
業
会
社
が
定
め
、
発
注
者
が
認
め
た
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
は
、
当
該
保
証
証
書
を
寄
託

し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

保
証
証
書
の
寄
託

に
代
え
て
電
磁
的

方
法
に
よ
る
措
置

を
可
能
と
す
る
も

の
 

 

２
 
発
注
者
は
、
前
 
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
請
求
を
受

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
14
日
以
内
に
前
払
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

３
 
発
注
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
請
求
を
受

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
14
日
以
内
に
前
払
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

３
 
受
注
者
は
、
委
託
料
が
著
し
く
増
額
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
増

額
後
の
委
託
料
の
10
分
の
３
か
ら
受
領
済
み
の
前
払
金
額
を
差
し
引
い
た

額
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
で
前
払
金
の
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

 

４
 
受
注
者
は
、
委
託
料
が
著
し
く
増
額
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
増

額
後
の
委
託
料
の
10
分
の
３
か
ら
受
領
済
み
の
前
払
金
額
を
差
し
引
い
た

額
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
で
前
払
金
の
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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４
 
受
注
者
は
、
委
託
料
が
著
し
く
減
額
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
受
領
済
み

の
前
払
金
額
が
減
額
後
の
委
託
料
の
10
分
の
５
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る

と
き
は
、
委
託
料
が
減
額
さ
れ
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
そ
の
超
過
額
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
受
注
者
は
、
委
託
料
が
著
し
く
減
額
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
受
領
済
み

の
前
払
金
額
が
減
額
後
の
委
託
料
の
10
分
の
５
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る

と
き
は
、
委
託
料
が
減
額
さ
れ
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
そ
の
超
過
額
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 

５
 
前
項
の
超
過
額
が
相
当
の
額
に
達
し
、
返
還
す
る
こ
と
が
前
払
金
の
使
用

状
況
か
ら
み
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
発
注
者
及

び
受
注
者
が
協
議
し
て
返
還
す
べ
き
額
を
定
め
る
。
 

 

６
 
前
項
の
超
過
額
が
相
当
の
額
に
達
し
、
返
還
す
る
こ
と
が
前
払
金
の
使
用

状
況
か
ら
み
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
発
注
者
及

び
受
注
者
が
協
議
し
て
返
還
す
べ
き
額
を
定
め
る
。
 

 

 

６
 
発
注
者
は
、
受
注
者
が
第
４
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
超
過
額
を
返
還
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
未
返
還
額
に
つ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経

過
し
た
日
か
ら
返
還
を
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
日
数
に
応

じ
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
24
年
法
律
第
 2
56
号
。
以
下
「
支
払
遅
延
防
止
法
」
と

い
う
。
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗

じ
て
計
算
し
た
額
の
遅
延
利
息
の
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

７
 
発
注
者
は
、
受
注
者
が
第
５
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
超
過
額
を
返
還
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
未
返
還
額
に
つ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経

過
し
た
日
か
ら
返
還
を
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
日
数
に
応

じ
、
こ
の
契
約
を
締
結
し
た
日
に
お
け
る
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
24
年
法
律
第
 2
56
号
。
以
下
「
支
払
遅
延
防
止
法
」
と

い
う
。
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗

じ
て
計
算
し
た
額
の
遅
延
利
息
の
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

  規
定
整
備
 

（
保
証
契
約
の
変
更
）
 

（
保
証
契
約
の
変
更
）
 

 

第
12
条
 
受
注
者
は
、
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
済
み
の
前
払
金
に
追

加
し
て
さ
ら
に
前
払
金
の
支
払
い
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

保
証
契
約
を
変
更
し
て
変
更
後
の
保
証
証
書
を
発
注
者
に
寄
託
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

第
12
条
 
受
注
者
は
、
前
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
済
み
の
前
払
金
に
追

加
し
て
さ
ら
に
前
払
金
の
支
払
い
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

保
証
契
約
を
変
更
し
て
変
更
後
の
保
証
証
書
を
発
注
者
に
寄
託
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
受
注
者
は
、
委
託
料
が
減
額
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
保
証
契
約
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
後
の
保
証
証
書
を
直

ち
に
発
注
者
に
寄
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
受
注
者
は
、
委
託
料
が
減
額
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
保
証
契
約
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
後
の
保
証
証
書
を
直

ち
に
発
注
者
に
寄
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
新
設
）
 

３
 
受
注
者
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
証
書
の
寄
託
に
代

え
て
、
電
磁
的
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
保
証
契
約
の
相
手
方
た
る
保
証
事
業

保
証
証
書
の
寄
託

に
代
え
て
電
磁
的
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会
社
が
定
め
、
発
注
者
が
認
め
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
受
注
者
は
、
当
該
保
証
証
書
を
寄
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

方
法
に
よ
る
措
置

を
可
能
と
す
る
も

の
 

３
 
受
注
者
は
、
前
払
金
額
の
変
更
を
伴
わ
な
い
履
行
期
間
の
変
更
が
行
わ
れ

た
場
合
に
は
、
発
注
者
に
代
わ
り
そ
の
旨
を
保
証
事
業
会
社
に
直
ち
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
受
注
者
は
、
前
払
金
額
の
変
更
を
伴
わ
な
い
履
行
期
間
の
変
更
が
行
わ
れ

た
場
合
に
は
、
発
注
者
に
代
わ
り
そ
の
旨
を
保
証
事
業
会
社
に
直
ち
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
発
注
者
の
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
権
）
 

（
発
注
者
の
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
権
）
 

 

第
16
条
 
発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
直
ち
に
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
16
条
 
発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
直
ち
に
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

(1
)～

(8
) 

略
 

(1
)～

(8
) 

略
 

 

(9
) 

受
注
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。
 

 
(9
) 

受
注
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。
 

 

 
 
ア
 
役
員
等
（
受
注
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
、
受
注
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ

の
役
員
又
は
そ
の
支
店
若
し
く
は
常
時
道
路
等
の
維
持
管
理
業
務
等

の
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
の
代
表
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
 
 
 
 
 

 
 
暴
力
団
員
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

 
 
ア
 
役
員
等
（
受
注
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
そ
の
他
経
営
に

実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者
を
、
受
注
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ

の
役
員
、
 
そ
の
支
店
又
は
 
 
 
常
時
道
路
等
の
維
持
管
理
業
務
等

の
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
の
代
表
者
そ
の
他
経
営
に
実
質
的
に
関

与
し
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
暴
力
団

又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

暴
力
団
排
除
の

対
象
を
拡
大
す

る
も
の
 

イ
 
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。
 
 
 

 

（
削
る
）
 

 

ウ
 
役
員
等
が
 
自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る

目
的
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
を
利
用
す
る
な
ど
し
た
 
 
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

イ
 
役
員
等
が
、
自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る

目
的
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
又
は
暴

力
団
員
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

エ
 
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、

又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
直
接
的
あ
る
い
は
積
極
的
に
暴
力
団
の

ウ
 
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、

又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
直
接
的
あ
る
い
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
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維
持
、
運
営
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。
 

維
持
、
運
営
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。
 

（
新
設
）
 

エ
 
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ

れ
を
不
当
に
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 

オ
 
役
員
等
が
 
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ

き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

  
  
カ
～
キ
 
略
 

オ
 
役
員
等
が
、
 暴

力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ

き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

カ
～
キ
 
略
 

 

 
 
ク
 
公
正
取
引
委
員
会
が
、
受
注
者
に
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
私
的

独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
22
年
法
律

第
54
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
49
条
に
規
定
す
る
排

除
措
置
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
排
除
措
置
命
令
が
確
定

し
た
と
き
。
 

（
削
る
。
）
 

 

 
 
ケ
 
公
正
取
引
委
員
会
が
、
受
注
者
に
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
独
占

禁
止
法
第
62
条
第
１
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
（
確
定
し
た
当
該
納
付
命
令

が
独
占
禁
止
法
第
63
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合

を
含
む
。
）
。
 

（
削
る
。
）
 

 

 
コ
 
受
注
者（

法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、そ

の
役
員
又
は
そ
の
使
用
人
）

に
つ
い
て
刑
法
（
明
治
40
年
法
律
第
45
号
）
第
96
条
の
６
又
は
第
19
8

条
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。
 

（
削
る
。
）
 

 

（
新
設
）
 

(1
0)
 
受
注
者
が
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
。
 

規
定
整
備
 

 
 
 
ア
 
公
正
取
引
委
員
会
が
、
受
注
者
に
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
私
的

独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
22
年
法
律

第
54
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
49
条
に
規
定
す
る
排

除
措
置
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
排
除
措
置
命
令
が
確
定
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し
た
と
き
。
 

 
 
 
イ
 
公
正
取
引
委
員
会
が
、
受
注
者
に
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
独
占

禁
止
法
第
62
条
第
１
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
（
確
定
し
た
当
該
納
付
命
令

が
独
占
禁
止
法
第
63
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合

を
含
む
。
）
。
 

 

 
 
ウ
 
受
注
者（

法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、そ

の
役
員
又
は
そ
の
使
用
人
）

に
つ
い
て
刑
法
（
明
治
40
年
法
律
第
45
号
）
第
96
条
の
６
又
は
第
19
8

条
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。
 

 

第
17
条
 
略
 

第
17
条
 
略
 

 

（
解
除
に
伴
う
措
置
）
 

（
解
除
に
伴
う
措
置
）
 

 

第
18
条
 
こ
の
契
約
が
業
務
の
完
了
前
に
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
1

1条
の
規
定
に
よ
る
前
払
金
が
あ
っ
た
と
き
は
、
受
注
者
は
、
第
15
条
、
第
1

6条
又
は
次
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
解
除
に
あ
っ
て
は
当
該
前
払
金
の
額

に
当
該
前
払
金
の
支
払
の
日
か
ら
返
還
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
払
遅
延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
の
利
息
を
付
し

た
額
を
発
注
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
18
条
 
こ
の
契
約
が
業
務
の
完
了
前
に
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
1

1条
の
規
定
に
よ
る
前
払
金
が
あ
っ
た
と
き
は
、
受
注
者
は
、
第
15
条
、
第
1

6 条
又
は
次
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
解
除
に
あ
っ
て
は
当
該
前
払
金
の
額

に
当
該
前
払
金
の
支
払
の
日
か
ら
返
還
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
こ
の
契

約
を
締
結
し
た
日
に
お
け
る
支
払
遅
延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
の
利
息
を
付
し

た
額
を
発
注
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   規
定
整
備
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 

（
発
注
者
の
損
害
賠
償
請
求
等
）
 

（
発
注
者
の
損
害
賠
償
請
求
等
）
 

 

第
19
条
～
４
 
略
 

第
19
条
～
４
 
略
 

 

５
 
第
１
項
第
１
号
に
該
当
し
、
発
注
者
が
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
の

請
求
額
は
、
委
託
料
か
ら
既
履
行
部
分
に
相
応
す
る
委
託
料
を
控
除
し
た
額

に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
払
遅

５
 
第
１
項
第
１
号
に
該
当
し
、
発
注
者
が
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
の

請
求
額
は
、
委
託
料
か
ら
既
履
行
部
分
に
相
応
す
る
委
託
料
を
控
除
し
た
額

に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
こ
の
契
約
を
締
結
し
た
日
に
お
け
る
支
払
遅

  規
定
整
備
 

1 - 7 - 137



延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を

乗
じ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。
 

延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を

乗
じ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。
 

（
受
注
者
の
損
害
賠
償
請
求
等
）
 

（
受
注
者
の
損
害
賠
償
請
求
等
）
 

 

第
20
条
 
第
10
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
料
の
支
払
が
遅
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
受
注
者
は
、
未
受
領
金
額
に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
払
遅
延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
の
遅
延
利
息

の
支
払
を
発
注
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
20
条
 
第
10
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
料
の
支
払
が
遅
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
受
注
者
は
、
未
受
領
金
額
に
つ
き
、
遅
延
日
数
に
応
じ
、
こ
の

契
約
を
締
結
し
た
日
に
お
け
る
支
払
遅
延
防
止
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
の
遅
延
利
息

の
支
払
を
発
注
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 規
定
整
備
 

（
賠
償
の
予
約
）
 

（
賠
償
の
予
約
）
 

 

第
21
条
 
受
注
者
は
、
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
第
16
条
第
９
号
ク
か
ら
コ
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
注
者
が
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
か
否

か
を
問
わ
ず
、
賠
償
金
と
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
委
託
料
の
10
分
の
２
に

相
当
す
る
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
21
条
 
受
注
者
は
、
こ
の
契
約
に
関
し
て
、
第
16
条
第
10
号
 
 
 
 
 
 

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
注
者
が
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
か
否

か
を
問
わ
ず
、
賠
償
金
と
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
委
託
料
の
10
分
の
２
に

相
当
す
る
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

規
定
整
備
 

(1
) 

第
16
条
第
９
号
ク
又
は
ケ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
排
除
措
置

命
令
又
は
納
付
命
令
の
対
象
と
な
る
行
為
が
、
独
占
禁
止
法
第
２
条
第
９

項
に
基
づ
く
不
公
正
な
取
引
方
法
（
昭
和
57
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第

15
号
）
第
６
項
に
規
定
す
る
不
当
廉
売
に
該
当
す
る
と
き
そ
の
他
発
注
者

が
特
に
認
め
る
と
き
。
 

(1
) 

第
16
条
第
10
号
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
排
除
措
置

命
令
又
は
納
付
命
令
の
対
象
と
な
る
行
為
が
、
独
占
禁
止
法
第
２
条
第
９

項
に
基
づ
く
不
公
正
な
取
引
方
法
（
昭
和
57
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第

15
号
）
第
６
項
に
規
定
す
る
不
当
廉
売
に
該
当
す
る
と
き
そ
の
他
発
注
者

が
特
に
認
め
る
と
き
。
 

規
定
整
備
 

(2
) 

第
16
条
第
９
号
コ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
刑
法
第
19
8条

の
規

定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。
 

(2
) 

第
16
条
第
10
号
ウ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
刑
法
第
19
8 条

の
規

定
に
よ
る
刑
が
確
定
し
た
と
き
。
 

規
定
整
備
 

２
～
３
 
略
 

２
～
３
 
略
 

 

第
22
条
～
第
23
条
 
略
 

第
22
条
～
第
23
条
 
略
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                                  道  第  220  号 

令和５年１月 24 日 

 

各土木センター所長  殿 
各土木事務所長    殿 

 

道 路 課 長 

 

路面維持管理委託業務等標準委託契約書の制定について 

 

 このことについて、別添のとおり制定したので通知します。 

 なお、適用に当たっては、下記の事項に留意願います。 

 

記 

 

１ 適用範囲 

「道路等の維持管理業務等標準委託契約書の制定について」（平成21年 6月 19日付管理

課通知）における道路等の維持管理業務のうち、受注者から単品スライド条項に基づく委託

料の変更の協議が見込まれる路面維持管理、道路維持管理、照明灯維持管理及び安全施設維

持管理業務の委託契約に適用する。 

 

２ 適用時期 

   令和５年 1 月 24日以降に契約を締結するものから適用する。 
 

３ その他 

(1) 標準委託契約書の文言に加筆若しくは削除又は別の契約書を使用する場合は、その都度、

所属長決裁をとること。 

 

 

 

（事務担当 維持係） 

1 - 7 - 139



 

                                  道  第  55   号 

令和５年５月 29 日 

 

各土木センター所長  殿 
各土木事務所長    殿 

 

道 路 課 長 

 

路面維持管理委託業務等標準委託契約書の改定について 

 

 このことについて、別添のとおり改定したので通知します。 

 なお、適用に当たっては、下記の事項に留意願います。 

 

記 

 

１ 適用範囲 

「道路等の維持管理業務等標準委託契約書の制定について」（平成21年 6月 19日付管理

課通知）における道路等の維持管理業務のうち、受注者から単品スライド条項に基づく委託

料の変更の協議が見込まれる路面維持管理、道路維持管理、照明灯維持管理及び安全施設維

持管理業務の委託契約に適用する。 

 

２ 適用時期 

   令和５年５月29日以降に契約を締結するものから適用する。 
 

３ その他 

(1) 標準委託契約書の文言に加筆若しくは削除又は別の契約書を使用する場合は、その都度、

所属長決裁をとること。 

 

 

 

（事務担当 維持係） 
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～業務計画書の作成要領等～ 
 

（１）業務概要 

  特記仕様書等に定める作業条件等を記載する。 

 

 

（２）計画工程表 
  工種と数量を記載し、バーチャート等により、月毎に記載する。 

 

  バーチャート 

工 種 数量 ○ 月 ○ 月 ○ 月 

準備工 

堤防除草工 

伐木工 

処分工 

後片付け 

 

 

 

 

 

   

 

 

（３）現場組織表 

  ※作業責任者は連絡先を記載する。 

 

 

                 測量担当者  工程管理者  安全管理者 

   （常駐） 

   作業責任者         出来形管理者  写真管理者 

   （連絡先） 

                 機材管理者  機械（車両）管理者 

 

安全巡視員  

 

 

                    

 

 

社内安全パトロール員 

 

社内検査員 

 

 

（４）使用機械 
 

機械名 メーカー 規 格 型 式 指定番号 ラベル 単位 作業内容 使用時期 

       台  月～  月 

     ※該当しなければ「該当なし」と記載する。 

 

 

（５）主要資材 
 

資材名（材料名） 規格・寸法 単位 数量 製造業者 品質証明 使用工種 

       

※該当しなければ「該当なし」と記載する。 

       

事務担当者  労務担当者 
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（６）作業方法 

  作業方法は、土木工事共通仕様書及び各種要綱等に従い、時系列に記載し、業務計画書から現場

作業状況が描けるようにする。 

 

 

（７）作業管理計画 

  特記仕様書により作業管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成時に提出

する。それ以外で調査職員等から請求があった場合は直ちに提示する。 

 

【管理基準】 

共通仕様書並びに特記仕様書及び設計図書に示された寸法に誤差が生じないように測量、測定

等を実施する。 

 

管  理  基  準 

工 種 測定項目 規格値 社 内 管 理 値 測 定 基 準 適  用 

  ±○○㎜ ±○○（最低 80％以下） ○ｍに１箇所  

 

  【確認検査】 

   確認検査に先立ち、必要な管理書類を整理し、確認検査時に提出する。 

 

工種等 業務項目 

確 認 検 査 

実施時期 受注者の責任において

行う写真及び報告書等 
調査職員 

   ○ ○月上旬 

 

 

（８）安全管理 

  【安全管理の基本方針】（例） 

   「労働災害、公衆災害」を防止するため、労働基準法、労働安全衛生法及び同規則を始め関連

する法令、規則、条例など諸法令を遵守し、安全管理体制を確立する。 

 

  【安全施設の設置】（例） 

   作業現場の出入口や委託業務区間（区域）に、作業看板、予告看板、作業案内板等を設け委託

業務の場所を明示し、関係者以外の立入禁止（ロープ）及び立入禁止の標示等の措置を行う。特

に、作業現場出入口付近での交通事故防止に努め、必要に応じ誘導員を配置する。 

保安施設の管理については、降雨時や強風時にはパトロール等を行い、安全施設の適切な管理

に努める。 

 

  【作業の中止等】 

 ※作業中止基準を定め記載する。 
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（９）緊急時の体制 

  【緊急時の連絡体制】 
 

    ○○警察署  ○○消防署  ○○労働基準監督署  ○○病院  罹災家族 

 

 

 

 

     作業責任者      安全衛生管理者 

                 （受注者） 

       

 

 

 

    北陸電力   ＮＴＴ   ガス     調査職員（○○土木センター○○班○○） 

 

                         町内会・自治振興会等 

 

    ○○市役所                交通情報センター 

    （道路管理者 水道管理者 下水道管理者） 

 

 

（10）交通管理（例） 

   運転させるにあたり過労運転（居眠り運転）や飲酒運転をさせないよう指導・管理を徹底し、

交通安全教育を行い意識の高揚に努める。 

   刈草・伐木・伐竹等運搬については、シート・ネットによる飛散防止やロープ等での強固な固

定による荷崩れ防止に努め、落下物による路面損傷あるいは汚損対策を講じ、万一公道の路面汚

損があった場合速やかに清掃を行う。 

   車両の出入口及び道路上で工事を施工する場合の安全確保のため、必要に応じて交通誘導員を

配置し通行車輌の誘導整理を行い、災害の防止に努める。 

 

 

（11）現場作業環境の整備（例） 

  作業環境等の改善や健康管理を行い、快適な職場形成や現場周辺の美装化と地域との積極的なコ

ミュニケーションにより、安全で快適に働ける環境に努める。 

 

 

（12）廃棄物の処分 

  刈草・伐木・伐竹の処理にあたり廃棄物の委託処理に関する契約書を締結し、業務完了後には実

施状況を記録し、調査職員に提出するとともにマニフェスト伝票を提示する。 

 

種  別 運 搬 業 者 処 分 業 者 処 理 方 法 

刈 草 自 社 ○○（株）  ○○市○○ 堆 肥 化 

伐 木 ○○（株） ○○（株）  ○○市○○ チップ化 

伐 竹 ○○（株） ○○（株）  ○○市○○ チップ化 

 

 

（13）その他  

 

緊急事態発生（事故等） 
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事 務 連 絡 

令和３年３月２９日 

 

 各出先機関の長 殿 

 

 道 路 課 長 

 

 

富山県橋梁定期点検業務特記仕様書の改訂について（通知） 

 

 

 このことについて、別添のとおり改訂し、令和３年４月１日から運用すること

としたので通知します。 

 

 

 

 

 

（事務担当 橋りょう係） 
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橋梁定期点検（レベル１点検）業務 特記仕様書 

 

第１条 適用範囲 

1) この特記仕様書は、標記業務委託の仕様書として、「設計業務等共通仕様書（富山県土木部）令和

２年８月改訂」（以下「共通仕様書」という。）によるものとし、共通仕様書第 1102条第 11項に基

づき、当該業務に必要な事項について定めるものとする。 

2) この特記仕様書は、「富山県橋梁点検マニュアル（令和２年４月改訂）」に基づき実施する橋長２

ｍ以上の橋梁定期点検（レベル１点検）に適用するものとする。 

 

第２条 照査技術者 

受注者は、共通仕様書第 1108条第１項で規定する照査技術者を定めるものとする。 

 

第３条 橋梁点検員 

受注者は、次のいずれかの資格を有し、かつ、橋梁に関して十分な知識と実務経験を有する者を橋

梁点検員と定め、本業務に従事させなければならない。 

1) 建設部門（鋼構造及びコンクリート）の技術士の資格を有する者 

2) (一財)橋梁調査会（旧(財)海洋架橋・橋梁調査会）が主催する橋梁点検技術研修会の修了証書を

有する者 

3) 国土交通省が「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に関する技術者資格登録規定（平成

26 年国土交通省告示第 1107 号）に基づいて、技術者資格登録簿に登録された資格（施設分野：橋

梁(鋼橋)及び橋梁(コンクリート橋)、業務：点検に関するもの）を有する者 

 

第４条 履行報告 

 受注者は、契約約款第 14 条の規定に基づき、調査職員に業務の履行状況を提出しなければならな

い。 

 

第５条 作業内容 

 この契約における作業内容は、次のとおりとする。 

1) 現地踏査 

業務に先立って点検対象橋梁（周辺環境を含む）の現地踏査を行い、設計図書との整合

性、橋梁の立地環境、交通規制の要否、近接手段等について、現地の状況を調査・把握す

る。 

2) 計画準備 

① 業務を実施するにあたり、必要となる既存資料の収集を行う。 

② 富山県橋梁維持管理システムから点検対象橋梁の調書を出力する。 

③ 次の事項を記載した業務実施計画書を作成する。 

ａ 業務概要   ｂ 実施方針   ｃ 業務工程   ｄ 業務組織計画 

ｅ 打合せ計画   ｆ 成果品の内容、部数 

ｇ 使用する主な図書及び基準   ｈ 連絡体制（緊急時含む） 

ｉ 屋外で行う業務において使用する主な機器   ｊ その他 

3) 現地点検 

１編成は、橋梁点検員１名、点検補助員２名を標準とする。 

① 地上、足場上、あるいは梯子、高所作業車及び橋梁点検車を用いて、全径間の全部材

の近接目視点検を行う。また、必要に応じて触診や打音検査を行う。 

② 損傷の状況、程度、位置等がわかるよう写真撮影及び損傷図の作成を行う。 

4) 点検調書作成 

現地点検の結果を整理し、次の事項等を富山県橋梁維持管理システムに入力する。 

① 工種・部材・材料ごとの損傷程度の評価  ② 損傷図  ③ 損傷写真 

 

橋梁定期点検 

(レベル１点検) 

R3.4.1以降適用例 

【補足】径間、下部工それぞれについて、

工種・部材・材料ごとに入力する。 
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5) 健全性の診断

緊急的な対策が必要と判断される損傷とそれ以外の損傷に区分し、部材単位及び橋梁単位で「ト

ンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示」(平成 26年国土交通省告示第 426号)に基づき、

健全性を診断する。また、富山県橋梁維持管理システムに所見を入力する。

6) 打合せ協議

① 業務着手時打合せ

業務計画書を基に、調査方法、内容等を打ち合わせるとともに、富山県橋梁点検マニ

ュアル、富山県橋梁維持管理システム等の点検に必要な資料等の貸与を行う。 

② 中間打合せ

記入例）健全性診断時の１回を標準とし、打合せを行う。

※回数に応じ文言を変更する

③ 成果品納入時打合せ

成果品のまとめが完了した時点で打合せを行う。

7) 報告書作成

富山県橋梁維持管理システムから点検調書を打ち出し、報告書にとりまとめる。

第６条 安全対策 

点検の実施にあたっては、別添図面のとおり交通誘導整理員○○名および保安施設を配置し、一般

交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。 

なお、別添図面により難い場合は別途協議する。 

第７条 貸与又は、支給する物品及び資料等 

富山県が貸与又は支給する物品及び資料等は、次のとおりとする。 

1) 富山県橋梁点検マニュアル（令和２年４月改訂）

2) 富山県橋梁維持管理システムの基本認証とデータベースの ID・パスワード(PW)及び同マニュ

アル

3) 過年度点検結果

第８条 成果品等 

納入する成果品等は、次のとおりとする。 

1) 報告書（富山県橋梁維持管理システムから出力した点検調書を含む） １部

第９条 電子納品 

1) 本業務は電子納品の対象業務とする。

電子納品は、「富山県電子納品運用ガイドライン(案)」に基づいて行うものとする。

2) 電子成果品は、電子媒体(CD-R)で２部提出する。併せて、電子媒体に格納するデータを含む成果

品一式を紙で１部提出する。

3) 電子成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないこ

とを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出するものとする。

4) その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、受発注者間で協議の上、決定する。

【補足】所見は、橋梁診断員の当該損傷に対する判定の根拠とその考え方などを記入する。 

所見には、当該区分に分類した判断の根拠や留意すべき点（損傷の性状、損傷の原因、損傷の進

行性など、現状の安全性や今後の進行性など次回定期点検までの対策区分の判定の根拠となる事実

や推定を記載する。 

また、・他の部材の異常や損傷との関連性 

・損傷部周辺の局所的な応力状態や構造の詳細

・環境条件

・その他必要な事項

など、対策区分の判定にあたって参考にすべき内容は、併せて記載しておくとよい。 
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第 10条 その他 

受注者は、本業務を遂行するに当たり、疑義が生じた場合は、速やかに調査職員に報告し協議するも

のとする。 
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橋梁定期点検（レベル２点検）業務 特記仕様書 

 

第１条 適用範囲 

1) この特記仕様書は、標記業務委託の仕様書として、「設計業務等共通仕様書（富山県土木部）令和

２年８月改訂」（以下「共通仕様書」という。）によるものとし、共通仕様書第 1102条第 11項に基

づき、当該業務に必要な事項について定めるものとする。 

2) この特記仕様書は、「富山県橋梁点検マニュアル（令和２年４月改訂）」に基づき実施する小規模

橋梁（15ｍ未満）や簡易な構造の橋梁（単純床版、単純 RCT・PCT、溝橋など）の橋梁定期点検（レ

ベル２点検）に適用するものとする。 

 

第２条 照査技術者 

受注者は、共通仕様書第 1108条第１項で規定する照査技術者を定めるものとする。 

 

第３条 橋梁点検員 

受注者は、次のいずれかの資格を有し、かつ、橋梁に関して十分な知識と実務経験を有する者を橋

梁点検員と定め、本業務に従事させなければならない。 

1) 建設部門（鋼構造及びコンクリート）の技術士の資格を有する者 

2) (一財)橋梁調査会（旧(財)海洋架橋・橋梁調査会）が主催する橋梁点検技術研修会の修了証書を

有する者 

3) 国土交通省が「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に関する技術者資格登録規定（平成

26 年国土交通省告示第 1107 号）に基づいて、技術者資格登録簿に登録された資格（施設分野：橋

梁(鋼橋)及び橋梁(コンクリート橋)、業務：点検に関するもの）を有する者 

 

第４条 履行報告 

 受注者は、契約約款第 14 条の規定に基づき、調査職員に業務の履行状況を提出しなければならな

い。 

 

第５条 作業内容 

 この契約における作業内容は、次のとおりとする。 

1) 現地踏査 

業務に先立って点検対象橋梁（周辺環境を含む）の現地踏査を行い、設計図書との整合

性、橋梁の立地環境、交通規制の要否、近接手段等について、現地の状況を調査・把握す

る。 

2) 計画準備 

① 業務を実施するにあたり、必要となる既存資料の収集を行う。 

② 富山県橋梁維持管理システムから点検対象橋梁の調書を出力する。 

③ 次の事項を記載した業務実施計画書を作成する。 

ａ 業務概要   ｂ 実施方針   ｃ 業務工程   ｄ 業務組織計画 

ｅ 打合せ計画   ｆ 成果品の内容、部数 

ｇ 使用する主な図書及び基準   ｈ 連絡体制（緊急時含む） 

ｉ 屋外で行う業務において使用する主な機器   ｊ その他 

3) 現地点検 

１編成は、橋梁点検員１名、点検補助員２名を標準とする。 

① 地上、足場上、あるいは梯子等により、全径間の全部材の近接目視点検を行う。また、

必要に応じて触診や打音検査を行う。 

② 損傷の評価は、損傷等級を３段階に区分することを基本とし、８分割した各パネルに

対して損傷等級を評価し記録する。部材全体へのひろがりが評価しにくい損傷種類に対

しては、有無を記録する。(「富山県橋梁点検マニュアル（令和２年４月改訂）」8.2損傷等級

の判定区分に基づく) 

橋梁定期点検 

(レベル２点検) 
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③ 損傷の状況、程度、位置等がわかるよう写真撮影及び損傷図(ポンチ絵程度)の作成を

行う。 

4) 点検調書作成 

現地点検の結果を整理し、次の事項等を富山県維持管理システムに入力する。 

①   工種・部材・材料ごとの損傷程度の評価  ② 損傷図(ポンチ絵程度) 

③ 損傷写真 

5) 健全性の診断 

緊急的な対策が必要と判断される損傷とそれ以外の損傷に区分し、部材単位及び橋梁単位で「ト

ンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示」(平成 26年国土交通省告示第 426号)に基づき、

健全性を診断する。また、富山県橋梁維持管理システムに所見を入力する。 

6) 打合せ協議 

① 業務着手時打合せ 

業務計画書を基に、調査方法、内容等を打ち合わせるとともに、富山県橋梁点検マニ

ュアル、富山県橋梁維持管理システム等の点検に必要な資料等の貸与を行う。 

② 中間打合せ 

記入例）健全性診断時の１回を標準とし、打合せを行う。 

※回数に応じ文言を変更する 

③ 成果品納入時打合せ 

成果品のまとめが完了した時点で打合せを行う。 

7) 報告書作成 

富山県橋梁維持管理システムから点検調書を打ち出し、報告書にとりまとめる。 

 

第６条 安全対策 

点検の実施にあたっては、別添図面のとおり交通誘導整理員○○名および保安施設を配置し、一般

交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。 

なお、別添図面により難い場合は別途協議する。 

 

第７条 貸与又は、支給する物品及び資料等 

富山県が貸与又は支給する物品及び資料等は、次のとおりとする。 

1) 富山県橋梁点検マニュアル（令和２年４月改訂） 

2) 富山県橋梁維持管理システムの基本認証とデータベースの ID・パスワード(PW)及び同マニュア

ル 

3) 過年度点検結果 

 

第８条 成果品等 

納入する成果品等は、次のとおりとする。 

1) 報告書（富山県橋梁維持管理システムから出力した点検調書を含む） １部 

 

第９条 電子納品 

1) 本業務は電子納品の対象業務とする。 

電子納品は、「富山県電子納品運用ガイドライン(案)」に基づいて行うものとする。 

2) 電子成果品は、電子媒体(CD-R)で２部提出する。併せて、電子媒体に格納するデータを含む成果

品一式を紙で１部提出する。 

3) 電子成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないこ

とを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出するものとする。 

4) その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、受発注者間で協議の上、決定する。 

 

第 10条 その他 

受注者は、本業務を遂行するに当たり、疑義が生じた場合は、速やかに調査職員に報告し協議するも

のとする。 
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橋梁定期点検（橋長５ｍ程度の橋梁を対象としたレベル２点検）業務 特記仕様書 

 

第１条 適用範囲 

1) この特記仕様書は、標記業務委託の仕様書として、「設計業務等共通仕様書（富山県土木部）令和

２年８月改訂」（以下「共通仕様書」という。）によるものとし、共通仕様書第 1102条第 11項に基

づき、当該業務に必要な事項について定めるものとする。 

2) この特記仕様書は、「富山県橋梁点検マニュアル（令和２年４月改訂）」に基づき実施する橋長５

ｍ程度の橋梁（小規模な床版橋等）を対象とした橋梁定期点検（レベル２点検）に適用するものと

する。 

 

第２条 照査技術者 

受注者は、共通仕様書第 1108条第１項で規定する照査技術者を定めるものとする。 

 

第３条 橋梁点検員 

受注者は、次のいずれかの資格を有し、かつ、橋梁に関して十分な知識と実務経験を有する者を橋

梁点検員と定め、本業務に従事させなければならない。 

1) 建設部門（鋼構造及びコンクリート）の技術士の資格を有する者 

2) (一財)橋梁調査会（旧(財)海洋架橋・橋梁調査会）が主催する橋梁点検技術研修会の修了証書を

有する者 

3) 国土交通省が「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に関する技術者資格登録規定（平成

26 年国土交通省告示第 1107 号）に基づいて、技術者資格登録簿に登録された資格（施設分野：橋

梁(鋼橋)及び橋梁(コンクリート橋)、業務：点検に関するもの）を有する者 

 

第４条 履行報告 

 受注者は、契約約款第 14 条の規定に基づき、調査職員に業務の履行状況を提出しなければならな

い。 

 

第５条 作業内容 

 この契約における作業内容は、次のとおりとする。 

1) 現地踏査 

業務に先立って点検対象橋梁（周辺環境を含む）の現地踏査を行い、設計図書との整合

性、橋梁の立地環境、交通規制の要否、近接手段等について、現地の状況を調査・把握す

る。 

2) 計画準備 

① 業務を実施するにあたり、必要となる既存資料の収集を行う。 

② 次の事項を記載した業務実施計画書を作成する。 

ａ 業務概要   ｂ 実施方針   ｃ 業務工程   ｄ 業務組織計画 

ｅ 打合せ計画   ｆ 成果品の内容、部数 

ｇ 使用する主な図書及び基準   ｈ 連絡体制（緊急時含む） 

ｉ 屋外で行う業務において使用する主な機器   ｊ その他 

3) 現地点検及び健全性の診断 

１編成は、橋梁点検員１名、点検補助員１名を標準とする。 

① 地上から全径間の全部材の近接目視点検を行う。また、必要に応じて触診や打音検査

を行う。 

② 現地での健全性の診断では、損傷位置、損傷種類、判定区分、写真番号等を富山県橋

梁点検マニュアル（令和２年４月改訂）（付録－２ レベル２点検の手引き「５．その

他（橋長５ｍ程度の橋梁の取り扱い）」）に基づき記録する。 

4) 点検調書作成 

現地点検の結果を整理し、次の事項等を富山県維持管理システムに入力する。 

橋梁定期点検 

(橋長５ｍ程度の橋梁のレベル２点検) 
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① 工種・部材・材料ごとの損傷程度の評価 ② 損傷図(ポンチ絵程度)

③ 損傷写真

5) 打合せ協議

① 業務着手時打合せ

業務計画書を基に、調査方法、内容等を打ち合わせるとともに、富山県橋梁点検マニ

ュアル、富山県橋梁維持管理システム等の点検に必要な資料等の貸与を行う。 

② 中間打合せ

記入例）健全性診断時の１回を標準とし、打合せを行う。

※回数に応じ文言を変更する

③ 成果品納入時打合せ

成果品のまとめが完了した時点で打合せを行う。

6) 報告書作成

富山県橋梁維持管理システムから点検調書を打ち出し、報告書にとりまとめる。

第６条 安全対策 

点検の実施にあたっては、別添図面のとおり交通誘導整理員○○名および保安施設を配置し、一般

交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。 

なお、別添図面により難い場合は別途協議する。 

第７条 貸与又は、支給する物品及び資料等 

富山県が貸与又は支給する物品及び資料等は、次のとおりとする。 

1) 富山県橋梁点検マニュアル（令和２年４月改訂）

2) 富山県橋梁維持管理システムの基本認証とデータベースの ID・パスワード(PW)及び同マニュア

ル

3) 過年度点検結果

第８条 成果品等 

納入する成果品等は、次のとおりとする。 

1) 報告書（富山県橋梁維持管理システムから出力した点検調書を含む） １部

第９条 電子納品 

1) 本業務は電子納品の対象業務とする。

電子納品は、「富山県電子納品運用ガイドライン(案)」に基づいて行うものとする。

2) 電子成果品は、電子媒体(CD-R)で２部提出する。併せて、電子媒体に格納するデータを含む成果

品一式を紙で１部提出する。

3) 電子成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないこ

とを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出するものとする。

4) その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、受発注者間で協議の上、決定する。

第 10条 その他 

受注者は、本業務を遂行するに当たり、疑義が生じた場合は、速やかに調査職員に報告し協議するも

のとする。 

1 - 7 - 151



事 務 連 絡 

令和３年８月１１日 

 

 

部 内 各 課 長 

部内各出先機関の長  殿 

 

 

                       建設技術企画課長 

 

 

「工事施工の円滑化４点セット（富山県版）」の改訂について 

 

 

「工事施工の円滑化４点セット」は、官民が協働で作成したガイドラインで、

設計照査や設計変更などの工事の各段階において参考とすることで、協議の円

滑化などの生産性向上に繋がります。 

このたび、「工事施工の円滑化４点セット（富山県版）」を改訂し、令和３年

８月 15日より適用しますので、活用に努めて下さい。なお、４点セットは、建

設技術企画課ホームページより確認、ダウンロードすることができます。 

 

※富山県土木建設技術企画課のホームページの『工事施工の円滑化４点セット 

（富山県版）について』から閲覧できます。 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1510/kj00015548.html 

 

 

 

                   （事務担当）   

技術指導 係 
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